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規 則

北海道漁業近代化資金利子補給規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成 年３月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第 号

北海道漁業近代化資金利子補給規則の一部を改正する規則
北海道漁業近代化資金利子補給規則（昭和 年北海道規則第 号）の一部を次のように改

正する。
第２条第２項の表第２号中「年 パーセント」を「年 パーセント」に、「年
パーセント」を「年 パーセント」に改める。

附 則

１ この規則は、公布の日から施行する。
２ この規則による改正後の北海道漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成 年１月
日以後に知事が利子補給を承認した漁業近代化資金について適用し、同日前に知事が利子

補給を承認した漁業近代化資金については、なお従前の例による。

北海道林業・木材産業改善資金貸付規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成 年３月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第 号

北海道林業・木材産業改善資金貸付規則の一部を改正する規則
北海道林業・木材産業改善資金貸付規則（昭和 年北海道規則第 号）の一部を次のよう

に改正する。
第５条中「（以下「森林組合等」をいう。）」及び「及び住所地又は所有地を所管する森
づくりセンターの長（森林組合等がない場合にあっては、住所地又は所有地を所管する森づ
くりセンターの長）」を削る。

附 則

この規則は、平成 年４月１日から施行する。

告 示

北海道告示第 号

土地改良法（昭和 年法律第 号）第 条第 項の規定により、次のとおり土地改良区
の役員の就任及び退任の届出があった。
平成 年３月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
北竜土地改良区
就退任の別 就退任年月日 理事・監事の別 氏 名 住 所
就 任 平成 理 事 金 山 信 幸 雨竜郡北竜町宇和 番地の８
同 同 同 藤 江 秀 俊 同 雨竜町字渭の津 番地
同 同 同 近 江 博 信 同 北竜町字碧水 番地の５
同 同 同 藤 井 利 昭 同 字西川 番地の１
同 同 同 大 路 久 同 字板谷 番地の１
同 同 同 辻 正 昭 同 字美葉牛 番地の１
同 同 同 西 野 利 幸 同 字三谷 番地の１
同 同 監 事 河 野 朗 同 字岩村７番地の１
同 同 同 下 村 功 同 字竜西 番地の９
退 任 同 理 事 高 橋 雄 道 同 字三谷 番地の７
同 同 同 金 山 信 幸 同 字和 番地の８
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退 任 平成 理 事 辻 正 昭 雨竜郡北竜町字美葉牛 番地の１
同 同 同 藤 井 利 昭 同 字西川 番地の１
同 同 同 大 路 久 同 字板谷 番地の１
同 同 同 近 江 博 信 同 字碧水 番地の５
同 同 同 藤 江 秀 俊 同 雨竜町字渭の津 番地
同 同 監 事 下 村 功 同 北竜町字竜西 番地の９
同 同 同 河 野 朗 同 字岩村７番地の１
余市土地改良区
退任年月日 理事・監事の別 氏 名 住 所
平成 理 事 中 岡 武 雄 余市郡余市町豊丘町 番地

とができる。
また、同条第７項の規定による決定に不服がある者は、同条第 項の規定に基づき、北海

道を被告として、決定があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に当該決定の取
消しの訴えを提起することができる。
平成 年３月 日

北海道知事 高 橋 はるみ

北海道告示第 号

森林法（昭和 年法律第 号）第 条の２第１項の規定により、次のように保安林を指
定する。
平成 年３月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 保安林の所在場所 静内郡静内町字真歌 の１・ の１（以上２筆について次の図

に示す部分に限る。）
２ 指 定 の 目 的 土砂の流出の防備
３ 指 定 施 業 要 件

立木の伐採の方法
ア 主伐は、択伐による。
イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
立木の伐採の限度 次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道日高支庁経
済部林務課及び静内町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第 号

道路法（昭和 年法律第 号）第 条第２項の規定により、次の道路の供用を開始する。
その関係図面は、北海道建設部道路整備課及び次の縦覧場所に備え置いて、告示の日から
２週間、一般の縦覧に供する。
平成 年３月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
路線名及び縦覧場所 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の期日
道道 小 石 狩 線 石狩市新港中央２丁目 番２地先から 平成
北海道札幌土木現業所 石狩市新港中央２丁目 番１地先まで

北海道告示第 号

土地改良法（昭和 年法律第 号）第 条第１項の規定により、次の地区について道営
土地改良事業の土地改良事業計画を定めた。
その関係書類は、平成 年３月 日から 日間、一般の縦覧に供する。
なお、この計画については、同条第６項の規定に基づき、縦覧期間満了の日の翌日から起
算して 日以内に北海道知事に異議申立てをすることができる。
また、同条第７項の規定による決定に不服がある者は、同条第 項の規定に基づき、北海

道を被告として、決定があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に当該決定の取
消しの訴えを提起することができる。
平成 年３月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
地 区 名 事 業 の 種 類 縦 覧 場 所
瑞 生 第 ２ 地域水田農業支援排水対策特別（農業用用排水） 北海道上川支庁
白 糠 草地整備［担い手中核型］（区画整理） 北海道釧路支庁
摩 周 湖 同 同
大 別 同 同

北海道告示第 号

土地改良法（昭和 年法律第 号）第 条の３第１項の規定により、道営土地改良（向
東地区農免農道整備）事業の土地改良事業変更計画を定めた。
その関係書類は、北海道空知支庁に備え置いて、平成 年３月 日から 日間、一般の縦

覧に供する。
なお、この変更計画については、同条第６項において準用する同法第 条第６項の規定に
基づき、縦覧期間満了の日の翌日から起算して 日以内に北海道知事に異議申立てをするこ
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石狩市新港中央２丁目 番地先から 平成
石狩市新港中央２丁目 番９地先まで

道道 江差木古内線 檜山郡上ノ国町字湯ノ岱 番地先から 同
北海道函館土木現業所 檜山郡上ノ国町字湯ノ岱 番１地先まで

北海道告示第 号

道路法（昭和 年法律第 号）第 条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変
更し、同条第２項の規定により、道路の供用を開始する。
その関係図面は、北海道建設部道路整備課及び次の縦覧場所に備え置いて、告示の日から
２週間、一般の縦覧に供する。
平成 年３月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 道路の種類 道道
２ 道路の路線名、区域及び縦覧場所

路線名及び縦覧場所 区 間 変更前後の別 敷地の幅員 延 長 国道等との重複区間
岩 見 沢 石 狩 線 石狩市北生振 番８地先から 前 から ――北海道札幌土木現業所 石狩市北生振 番２地先まで まで

後 から ――まで
静 内 浦 河 線 三石郡三石町字美野和 番３地先か 前 から 道道野深荻伏停車場線
北海道室蘭土木現業所 ら浦河郡浦河町字瑞穂 番１地先 まで 重複

（道道野深荻伏停車場線交点）まで
前 から 道道野深荻伏停車場線

まで 重複

後 から 道道野深荻伏停車場線
まで 重複

北海道告示第 号

昭和 年北海道告示第 号（海岸保全区域の指定）の一部を次のように改正する。
その関係図面は、北海道建設部砂防災害課及び北海道網走土木現業所に備え置いて縦覧に
供する。

平成 年３月 日
北海道知事 高 橋 はるみ

６北見沿岸海岸保全区域の表北見沿岸の 斜里海岸の斜里町の項海岸保全区域の欄中２の
項から５の項までを１項ずつ繰り下げ、１の項の次に次の１事項を加える。
２ 以久科地区海岸の次の基点１と基点２を結ぶ線、基点１と補点１を結ぶ線、補点１と補
点２を結ぶ線及び基点２と補点２を結ぶ線によって囲まれた区域

基点１ 三級基準点 ２ （座標値 、 ）から方向
角 度 分 秒の方向 メートルの地点

基点２ 基点１から方向角 度 分５秒の方向 メートルの地点
補点１ 基点１から方向角 度 分５秒の方向 メートルの地点
補点２ 基点２から方向角 度 分５秒の方向 メートルの地点

北海道告示第 号

都市計画法（昭和 年法律第 号）第 条第１項の規定により、次のとおり都市計画事
業の事業計画の変更を認可した。
平成 年３月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 施 行 者 の 名 称 札幌市

都市計画事業の種類及び名称 札幌圏都市計画道路事業（ 号環状通）
事 業 施 行 期 間 平成 年９月 日から平成 年３月 日まで
事 業 地
収 用 の 部 分 変更なし

２ 施 行 者 の 名 称 札幌市
都市計画事業の種類及び名称 札幌圏都市計画道路事業（ 号環状通）
事 業 施 行 期 間 平成 年２月 日から平成 年３月 日まで
事 業 地
収 用 の 部 分 変更なし

３ 施 行 者 の 名 称 札幌市
都市計画事業の種類及び名称 札幌圏都市計画道路事業（ 号福住・桑園通）
事 業 施 行 期 間 平成 年４月７日から平成 年３月 日まで
事 業 地
収 用 の 部 分 変更なし

４ 施 行 者 の 名 称 札幌市
都市計画事業の種類及び名称 札幌圏都市計画道路事業（ 号福住・桑園通）
事 業 施 行 期 間 平成 年９月 日から平成 年３月 日まで
事 業 地
収 用 の 部 分 変更なし

５ 施 行 者 の 名 称 札幌市
都市計画事業の種類及び名称 札幌圏都市計画道路事業（ 号北１条・宮の沢

通）
事 業 施 行 期 間 平成８年５月 日から平成 年３月 日まで
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事 業 地
収 用 の 部 分 変更なし

６ 施 行 者 の 名 称 札幌市
都市計画事業の種類及び名称 札幌圏都市計画道路事業（ 号水源地通）
事 業 施 行 期 間 平成 年７月６日から平成 年３月 日まで
事 業 地
収 用 の 部 分 変更なし

７ 施 行 者 の 名 称 札幌市
都市計画事業の種類及び名称 札幌圏都市計画道路事業（ 号雁穂めぐみ

通）
事 業 施 行 期 間 平成 年４月 日から平成 年３月 日まで
事 業 地
収 用 の 部 分 変更なし

８ 施 行 者 の 名 称 札幌市
都市計画事業の種類及び名称 札幌圏都市計画道路事業（ 号新琴似６番通

及び 号新琴似第１横通）
事 業 施 行 期 間 平成 年４月９日から平成 年３月 日まで
事 業 地
収 用 の 部 分 変更なし

北海道告示第 号

平成 年北海道告示第 号（北海道の指定金融機関及び収納代理金融機関）の一部を次
のように改正し、平成 年４月１日から施行する。

平成 年３月 日
北海道知事 高 橋 はるみ

２ 収納代理金融機関の項戸井町漁業協同組合の事項中「戸井町漁業協同組合」を「戸井
漁業協同組合」に改め、同項浦河漁業協同組合の事項中「浦河漁業協同組合」を「日高中央
漁業協同組合」に改め、同項荻伏漁業協同組合、様似漁協協同組合、冬島漁業協同組合の事
項を削り、同項えりも町漁業協同組合の事項中「えりも町漁業協同組合」を「えりも漁業協
同組合」に改め、同項庶野漁業協同組合の事項を削る。
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